
 

議 案 第 ８ ４ 号 

 

 

 

富士見市手数料条例の一部を改正する条例の制定について 

富士見市手数料条例（平成１２年条例第３号）の一部を改正する条例を別紙のとお

り制定する。 
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提 案 理 由 

建築基準法の一部改正に伴い、富士見市手数料条例の一部を改正したいので、地方

自治法第９６条第１項第１号の規定により、この案を提出します。 

 

  



 

富 士 見 市 手 数 料 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 

 

富士見市手数料条例（平成１２年条例第３号）の一部を次のように改正する。 

別表中７９の項を８０の項とし、７６の項から７８の項までを１項ずつ繰り下げ、

同表７５の項中「７４の項」を「７５の項」に改め、同項を同表７６の項とし、同表

７４の項を同表７５の項とし、同表７３の項中「６９の項又は７０の項」を「７０の

項又は７１の項」に改め、同項を同表７４の項とし、同表７２の項中「７３の項」を

「７４の項」に、「６９の項又は７０の項」を「７０の項又は７１の項」に改め、同

項を同表７３の項とし、同表７１の項中「６９の項又は７０の項」を「７０の項又は

７１の項」に改め、同項を同表７２の項とし、同表７０の項中「６９の項及び７１の

項」を「７０の項及び７２の項」に改め、同項を同表７１の項とし、同表６９の項を

同表７０の項とし、同表６８の項中「６４の項又は６５の項」を「６５の項又は６６

の項」に改め、同項を同表６９の項とし、同表６７の項中「６８の項」を「６９の項」

に、「６４の項又は６５の項」を「６５の項又は６６の項」に改め、同項を同表６８

の項とし、同表６６の項中「６４の項又は６５の項」を「６５の項又は６６の項」に

改め、同項を同表６７の項とし、同表６５の項中「６４の項及び６６の項」を「６５

の項及び６７の項」に改め、同項を同表６６の項とし、同表６４の項中「６５の項」

を「６６の項」に改め、同項を同表６５の項とし、同表中６３の項を６４の項とし、

６２の項を６３の項とし、同表６１の項中「５６の項、５７の項又は５８の項」を

「５７の項、５８の項又は５９の項」に改め、同項を同表６２の項とし、同表６０の

項中「６１の項」を「６２の項」に、「５６の項、５７の項又は５８の項」を「５７

の項、５８の項又は５９の項」に改め、同項を同表６１の項とし、同表５９の項中

「５６の項、５７の項又は５８の項」を「５７の項、５８の項又は５９の項」に改め、

同項を同表６０の項とし、同表５８の項中「５６の項、５７の項及び５９の項」を

「５７の項、５８の項及び６０の項」に改め、同項を同表５９の項とし、同表中５７

の項を５８の項とし、４５の項から５６の項までを１項ずつ繰り下げ、４４の項の次

に次の１項を加える。 

４５ 建築基準法第４３条第２項第１号の規定に

基づく建築の認定の申請に対する審査 

１件につき 27,000円 



附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 


